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応急仮設住宅は災害救助法の規定にもとづいて建設されるが，全焼・全壊世

帯数の3割以内という上限以外に，入居資格者の所得制限（生活保護世帯などの

経済的弱者），1戸当たりの基準面積（26�），1戸当たり建設費用の限度額など

が定められている．法の趣旨からいえば，家を失った被災者のうち経済的弱者

に限定して，ほかの住居を見出すまでの一時居住の場の提供ということになる．

兵庫県は入居希望者全員への提供という特例的方針を打ち出して3月末までに

約3万戸を完成させ，以降6月まで漸次追加発注を行い，総計4万8,300戸が8月11

日に完成をみた（確定数値では全壊17万8,000世帯におよび，3割以内という上限は

結果的に守られた）．しかし家を失った人は，当初推計で約7万世帯，自力で住

宅確保が可能なのは1万世帯とみられており，3月末までに完成した3万戸は，

当時の推計値からみても，住宅確保の見通しのない世帯の半数にたいして用意

できたにすぎない．そこで入居希望者に優先順位をつけざるをえなかった．た

とえば神戸市における優先順位は，所得制限は設けなかったが以下のように救

助法の福祉的性格を継承したものとなった．

第1順位：高齢者（60歳以上）だけの世帯，障害者（障害者手帳1・2級，療育手

帳ランク，2次募集以降では精神障害者（〔障害年金1級受給者・「障害の証明に関す

る証明書」の特別障害者〕を追加）のいる世帯，母子世帯（子が18歳未満）．

第2順位：高齢者（65歳以上）のいる世帯，乳幼児（3歳以下）のいる世帯，

妊婦のいる世帯，18歳未満の子どもが3人以上いる世帯．

第3順位：病弱な者・被災により負傷した者・一時避難により身体の衰弱し

た者のいる世帯．

第4順位：そのほかの世帯（上記3区分に当てはまらない世帯）．

2月上旬の第1次募集では，6万人の応募者のうち第1順位だけで2万人を超え

てしまい，第1順位だけから2,700戸余りの抽選が行われた．

以上のような経緯から，仮設住宅の制度的な建設基準が最低の生活水準に沿

っており，入居者の生活水準と乖離していたこと，また，神戸市の基準にみら

れるように，弱者を選んで集住させることになったことの2点があきらかであ

る．仮設住宅での生活を巡って指摘されてきた多くの問題は，都市住民の生活

技術の衰えに由来する部分もあるが，より根本的な問題はこの2点を出発にし
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ているといえるだろう．

仮設住宅といっても，立地・規模・住民の年齢構成など一つひとつをみれば

さまざまだった．しかし他方，仮設住宅で生活を維持していくさいの問題や生

活再建のための課題など共通の問題も存在していた．また，特定の階層を中心

に集住させた人工的集落にどのような臨時の地域社会が生成するのか，仮設住

宅におけるボランティア活動の役割，仮設住宅の周囲にある既存の地域社会と

の相互作用なども重要な課題といえる．

第�部に収められた4本は，仮設住宅内部における実態の解明を中心とした

前半2本と，近接の地域社会やボランティアとの関係を中心にした後半2本に大

別できる．第1章「仮設住宅における生活実態」（内藤）は，1996－98年にかけ

て実施された3種の調査を用いて生活のプロフィールを描くことを中心として

いる．「ひとり暮らし・高齢・失業・低所得・不健康」などのキーワードから，

先にふれたように「選ばれた」住民であることが端的に示されている．そのな

かでも要援護者に焦点を当てた第2章「仮設住宅における高齢者問題」（京谷）

では，世話をする家族の健康状態の悪化という，いわば負担が負担を生む増幅

プロセスが仮設内に存在することを示している．一方，第3章「コミュニティ

としての仮設住宅」（野田）では仮設住宅をひとつのコミュニティとみなして，

内部の交流と外部との交流に焦点を当てている．前半では小集団を中核とした

凝集性の高い互助的なコミュニティが短期間に形成されたことが示唆され，後

半では，仮設側にも周辺地域側にも活発な自治会があるところでふれあいセン

ターとボランティアが触媒として両者をリンクさせていることが示されている．

第4章「仮設住宅におけるボランティア」（菅）では仮設住宅にたいするボラン

ティア活動の取り組みをとらえている．仮設でのボランティアは，それまでの

単発的・緊急支援的活動から継続的・福祉的活動へと性質を変え，「無料配布

から自立のための援助へ」と援助原則も移行する．加えて担い手も被災地外か

ら地元ボランティアへと引き継がれ，時間経過とともに組織化の動きも活発化

する．こうしたコンテクストの変化に対応する過程を西区（西神第7）と北区

（鹿の子台）を事例に検討し，一過性の援助行動としてではなく，コミュニテ

ィ形成の主体たるNPOとしてとらえ，「ボランティア社会」論の可能性を示唆
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している．

すでに紙幅も尽きているので，ほかの報告書や論文にふれることはできない

が，それらのうち幾つかにある程度共通する特徴は，第1に，実態把握中心で

あるという点である．劣悪な居住環境や生活資源の不足状況，孤独死，アルコ

ール依存症などをあきらかにしえたことは重要な貢献だが，仮設住宅生活に固

有の問題と，仮設に集住させたことによって顕在化した日常社会の問題を区別

する必要がある．第2は，近未来に登場するだろう超高齢社会の縮図という認

識にもとづいている点である．たしかにそうした性格を部分的に有してはいる

が，この認識は災害の社会過程の一局面であるという点を欠落させ，住民の生

活基盤に大きな変化のあったことから注意をそらせてしまう．

最後に，今後の課題として，社会学の各研究領域における応用研究のさらな

る進展とともに研究成果の実践的活用を望みたい．幾つかの仮設住宅では「集

中豪雨的調査公害」などということばも聞かれたが，被災者側からみれば「公

害」にしかなっていないという現状に，われわれ側も改善の努力を必要とする．

自戒をこめて．

（野田 隆）
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